「ビュー警官の事件簿」シリーズ配信記念ハッシュタグキャンペーン　実施要項
１．目的
「ビュー警官の事件簿」シリーズのYouTube及びInstagram配信を契機として、府公式Instagram「＠osaka_landscape」のフォロワーを増やすことを目的とする。

２．募集期間
令和７年12月１日（月）～令和７年12月14日（日）まで14日間

３．応募方法
１.Instagramで府公式アカウント「@osaka_landscape」をフォロー
２.応募用ハッシュタグ「#ビュー警官の事件簿」をつけ、かつ「@osaka_landscape」をメンションし、Instagramに大阪の魅力的な風景の写真・動画を投稿する
※公開アカウントから投稿のみ応募の対象とする
３．キャプション（本文）に、撮影場所を記載して投稿する。

４．特典
抽選で30名様にビュースポットおおさかオリジナルグッズ（ビュースポットおおさか公式ガイドブック、ビュースポットカレンダー2026、オリジナル缶バッジ等）をプレゼント

５．結果発表
（１）抽選の結果、 当選者に、Instagram のダイレクトメッセージ機能を利用して連絡する。
（２）当選者は、次に掲げる事項を府が指定する日までにダイレクトメッセージで送信するものとする。
①氏名・ふりがな
②電話番号
③賞品の発送先（氏名・郵便番号・住所）
（３）当選者に対して、ビュースポットおおさかオリジナルグッズを発送する。
※次の場合は賞品の当選は無効とする
・指定する日までに氏名や発送先等の連絡がない場合
・発送先等の連絡内容に不備がある場合
・その他、応募に関して不正な行為があった場合

６．スケジュール（予定）
（１）募集期間：令和７年12月１日（月）から12月14日（日）　24：00まで
（２）抽選：令和７年12月17日頃
（３）当選者への景品発送：令和７年12月下旬

７．参加費
　　本キャンペーンの参加は無料とする。ただし、本キャンペーンの参加に際する通信料などは応募者各自で負担することとする。

８．応募条件等
・応募作品は大阪の魅力的な風景の写真・動画を撮影したものに限る（撮影時期は問わない）。
・応募者がInstagramで府公式アカウント「@osaka_landscape」をフォローしていること。
・応募作品の著作権は撮影者に帰属するが、応募された時点で府が無償で使用することやトリミング、色調補正等の加工をして、ポスターやチラシなどの印刷物等に使用すること、公式 Instagram、府公式フェイスブック等でのシェア、イベントでの使用等その他一切の二次利用に同意したものとみなす。
・応募された写真・動画は本キャンペーンを含む大阪府の景観行政に活用する場合がある。
　また、府民・事業者、来訪者の方々の景観への興味関心の向上を図り、府域全体の良好な景観形成を推進する活動のため、写真・動画を第三者に付与することがある。
・応募された写真・動画の使用用途によっては応募者のアカウント名の表示を行うことがある。
・応募（投稿）は、自分自身のInstagramアカウントからとし、日本国内在住の方に限る。
・アカウント非公開設定の方は、抽選の対象外とする。
・応募期間内に応募者がアカウントを削除した場合や、大阪の魅力的な風景と関連性が低いことが判明した場合、その他大阪府がキャンペーンの運営上望ましくないと判断した場合、応募を無効とする。
・抽選時（12月17日頃を予定）に、当選要件となる状態を維持していることが確認できない場合、抽選の対象から外すこととする。
・自身で撮影した写真・動画を応募すること。なお、同一人物が何度でも応募することは可とする。ただし、特典の受領は１アカウントにつき１回までとする。
・応募作品で肖像権や著作権等で第三者への権利侵害や損害があった場合、一切の責任を応募者が負うものとする。
・応募作品は撮影禁止場所での撮影や差別的表現、公序良俗に反するもの、宗教・政治活動を目的とするものでないこと。
・撮影に許可が必要な場合は、応募者の責任において承諾を得ること。応募作品に特定できる状態で人物が写っている場合は、応募前にその人物（本人）の承諾を得ていること。
・未成年者の応募は保護者の同意を必要とし、未成年者の応募があった場合は、保護者の同意があったものとする。
・Instagram以外での応募（現像した写真の持ち込みなど）は受付しない。
・本キャンペーンへの応募にかかる通信料は、応募者負担となる。
・応募された時点において、実施要項の内容は承諾したものとみなす。
・抽選に関する異議申し立て、問い合わせは一切受付しない。また、本キャンペーンにより不利益・損害があった場合は、府は一切責任を負わないものとする。

９．注意事項
・府は必要と判断した場合、本キャンペーンの内容を予告なく変更し、また中止することができる。なお、府は本キャンペーンの内容変更または中止の決定をしたときは、その旨及び理由を府のホームページに掲載するものとする。
・本キャンペーン参加中の事故や怪我及び他に与えた損害等については、府は一切の責任を負わない。
・本キャンペーンにおいてデータ送受信の事故、データ破壊、アカウント名及びパスワードの紛失、漏洩、使用上の過誤、第三者の使用等によって生じた損害に関する責任は応募者が負うものとし、府は一切の責任を負わない。
・当選した場合であっても、景品の発送先住所が確認できない場合、当選を取り消すことがある。
・当選の権利を第三者に譲渡または換金することはできないこととする。
・抽選結果に関する異議申し立て、問い合わせは一切受付しない。
・景品の品質、性能、イメージとの不一致、景品を使用したことに伴い生じた問題等その他の景品自体に関する事項については、府は一切の責任を負わない。
・本キャンペーンにより応募者に不利益・損害があった場合には、府は一切の責任を負わない。

９．その他
（1）本キャンペーンにより収集した個人情報は、 本要項に記載の目的以外に使用をしない。また、厳重に保管するものとする。
（2）本キャンペーンの問い合わせは下記とする。
大阪府都市整備部住宅建築局建築環境課住環境推進グループ
（電話：06-6210-9718　メール：kenchikukankyo-g03@gbox.pref.osaka.lg.jp）

附則
この要項は令和７年11月11日に施行する。
